
ＭＥＣＳ-ＷＥＢ会員サービス 入会申し込み 記載事項 
 

このたびはお申し込み誠にありがとうございます。 

下記の日付及び枠内の項目及び裏面についてお読みのうえご記入ください。 
日 付  平成     年     月       日   

 

【ご入会までの流れ】 

 

ＳＴＥＰ１ 裏面の規約をご参照の上、同意欄にご署名・ご捺印を戴きます。 

ＳＴＥＰ２ 上記の記載事項に必要事項を記入いただきます。 

ＳＴＥＰ３ 当書類を当社までご郵送いただきます。 

        あて先 ： 〒１０２－００８３ 東京都千代田区麹町３－５－２ＢＵＲＥＸ麹町３１１  

               シムウェルマン株式会社 「ＭＥＣＳ-ＷＥＢ係り」あて 

ＳＴＥＰ４ 当社より入会金請求書をお送りいたします。 

       無料期間にご使用いただけなかった会員様には別途ログインパスワード等を記載した書面をお送りいたします。無料期

間にご利用を戴いている会員様は、申し込み書の届いた時点で、無料期間のログインパスワードのままでご使用いただ

けるよう設定を致します。 

ＳＴＥＰ５ 入会金請求書発行月の末日までに当社指定口座にご入金いただきます。 

入金の確認後にサービスの提供開始となります。尚、ご入金時の振り込み手数料は会員様のご負担としていただきま

すようお願い申し上げます。（振り込み手数料が差し引かれた場合はサービスをご提供いたしかねます。） 

ＳＴＥＰ６ 入金確認後３週間ほどで、会員証をご郵送いたします。 

 

会員サービス期間は年度末（毎年３月末日）までとさせて戴いております。年度末に当社より更新の書類をお送りさせて 

いただきますので、ご確認の上、ご継続いただきますようお願い申し上げます。 

尚、平成１９年度のお申し込みに関してのみ、月割りでのご請求とさせていただきます。 

（６月お申し込みの場合は一般会員は年間 35,000 円、Ｓ会員は 140,000 円） 

 

お申し込みでご不明な点のお問い合わせはメール（entry@simwelman.com）又はＦＡＸ（03-5211-2859）で MECS-WEB 係り 宛

てにお願いいたします。 

 

【会員種別の選択例】 

  

 法人    本部（A 市） 

特別養護老人ホーム A（A 市）        

          併設短期入所事業 

          併設通所介護事業 

          併設訪問介護事業 

特別養護老人ホーム B（B 市） 

          併設居宅介護支援事業所 

お申し込み会員種別 
（どちらかを○で囲んでください） 

一般会員     ／     Ｓ会員 

1．法人名称  

２．お申し込み担当者名  

３．取扱責任者名  

４．住所  

５．連絡先（ＴＥＬ/ＦＡＸ） ／ 

６．連絡先メールアドレス  

７．Ｓ会員メール相談用アドレス  

 

S会員 特養 A 
1ヶ月あたり

14,000円 

一般会員 
短期入所、通所介護 

特養 B、居宅介護 

3,500円×4事

業所＝ 

1ヶ月当たり

14,000円 

会員登録は拠点別・事業別で行ってください。 

この用紙はお申し込みになられる

事業別にコピーをしてお使いくだ

さい。（両面分必要です。） 



 

当申込書はご郵送のみでのお受付となります。 

 

ＭＥＣＳ-ＷＥＢとはＭＳ（経営満足）、ＥＳ（職員満足）、ＣＳ（利用者満足）を叶えることを願った当社独自のサービスです。 

 
第 1 条 ＭＥＣＳ-ＷＥＢサービス 

1．ＭＥＣＳ－ＷＥＢ法人会員サービス（以下、「法人会員サービス」と呼ぶ）とは、シムウェルマン株式会社（以下、「当社」と呼ぶ）が提供する法人を対象としたダイアルアップ IP 接続によるインターネット接続・分析サー

ビスをさすものとします。 

2．法人会員サービスの種類および内容は当社の都合により随時、追加または変更できるものとします。 

第 2 条 法人会員 

1．本規約を承諾のうえ、当社の提供する法人会員サービスの一般会員またはＳ会員向けサービスに当社所定の方法で入会を申し込み、当社が承認した法人、団体または個人事業者を法人会員（以下、「法人会員」

と呼ぶ。なお、法人会員および当社が別途定める個人会員を総称して「会員」と呼ぶ）とします。 

2．入会を承認するのに支障があると当社が判断した場合、入会を承認しない場合があります。 

3．ダイアルアップ IP 接続を利用する法人会員には、当社からインターネット接続用会員識別コード（接続 ID）とこれに対応する暗証符号（接続パスワード）およびＳ会員識別コード（メール ID）とこれに対応する暗証符号

（メールパスワード）を発行します（以下、接続 ID およびメール ID を総称して「ID」、接続パスワードおよびメールパスワードを総称して「パスワード」と呼ぶ）。 

4．当社が ID とパスワードを発行することをもって、第 1 項の承認とします。 

第 3 条 取扱責任者 

1．法人会員サービスの利用の申し込みにあたって、取扱責任者を指定していただきます。 

2．法人会員は、法人会員サービスの利用にかかわる取扱責任者の行為について当社に責任を負うものとします。 

3．会員種別の変更、ID の追加・抹消、付加サービスの追加・解約、法人会員サービスの解約等を希望する場合は、法人の代表者または取扱責任者が、当社に問い合わせの上、当社所定の方法により申し込むもの

とします。 

第 4 条 利用者 

1．法人会員は、法人会員サービスの利用者を任意に決めることができるものとします。 

2．法人会員は、法人会員サービスの利用者の行為について当社に責任を負うものとします。 

第 5 条 個人情報の取扱い 

当社は、個人情報保護法及び当社の個人情報保護方針を遵守したうえで、法人会員サービスの提供において知り得た個人情報を、以下の各号の場合には第三者へ開示、提供できるものとします。 

(1) 当該法人（個人）の同意がある場合。 

(2) 裁判所の令状に基づき開示を求められた場合。 

(3) 個人情報の保護に関する法律及びその他の法令に基づく場合。 

第 6 条 ID およびパスワードの管理 

1．法人会員、取扱責任者、利用者は、ID およびパスワード管理の責任を負います。 

2．当社は、ID およびパスワードの使用上の過誤や第三者の使用による損害の一切の責任を負いません。 

3．ID およびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合、法人会員または取扱責任者は速やかに当社にご連絡の上、所定の方法で当社に届け出てください。 

第 7 条 会費 

1．法人会員は、当社が別途定める年会費を、当社が定める方法によって支払うものとします。 

(1) 一般会員年会費：42,000 円（消費税込み）を当社発行の請求書に基づき当社指定の銀行口座に振り込みとします。 

(2) Ｓ会員年会費：168,000 円（消費税込み）を当社発行の請求書に基づき当社指定の銀行口座に振り込みとします。 

2．会費は 3 ヶ月以上事前通知をもって変更することがあります。但し、契約年度途中の変更は行わないものとします。 

第 8 条 法人会員、取扱責任者および利用者の禁止行為 

法人会員、取扱責任者および利用者は法人会員サービスの利用にあたって以下のような行為をしないことを確約していただきます。 

(1)当社の著作権の侵害 

(2)他の会員または第三者もしくは当社への誹謗、中傷 

(3)他の会員または第三者もしくは当社に不利益を与える行為（虚偽の経営情報のアップロードなど） 

(4)公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為 

(5)法令に違反する行為または違反のおそれのある行為 

(6)法人会員サービスの運営を妨げる行為 

(7)インターネット上の利用先の接続条件および利用条件等に違反する行為 

(8)インターネットの円滑な利用を妨げる行為 

(9)本規約または付加サービスの規約に違反する行為 

第 9 条 無催告解約および損害賠償 

1．当社は、以下の場合、事前に催告することなく法人会員サービスの提供を停止し、法人会員との契約を解約できるものとします。この場合、すでに受領した会費などは払い戻しいたしません。 

(1)第 8 条の禁止行為に該当すると当社が判断する行為があった場合 

(2)申し込みにあたって虚偽の事項を記載したことが判明した場合 

(3)会費の支払いを遅延した場合 

(4)その他本規約または付加サービスの規約に違反した場合 

2．法人会員、取扱責任者または利用者が、本規約または付加サービスの規約に違反した行為によって当社に損害を与えた場合、法人会員は、当社に対して損害賠償責任を負うものとします。 

第 10 条 登録事項変更の届け出 

法人名、団体名、住所、取扱責任者、会費支払方法等に変更が生じた場合は、法人会員は、速やかに当社所定の方法で届け出るものとします。 

第 11 条 法人会員サービスの ID の解約および退会 

1．個々の ID の利用を停止する場合または法人会員サービスのすべての利用を停止して退会する場合は、利用を停止する月の前月末までに当社所定の方法で当社に解約を届け出るものとします。利用を停止する

月の末日をもって法人会員サービスの提供を停止いたします。 

2．法人会員サービスの利用を停止した場合、すでに受領した年会費などの払い戻しには応じられません。 

第 12 条 法人会員サービスおよび付加サービスの提供の一時停止 

1．当社は、法人会員サービスおよび付加サービスの完全な運営に努めますが、保守作業、停電や天災などの不可抗力といった緊急事態、その他の理由により法人会員サービスおよび付加サービスの提供を一時的

に停止することがあります。 

2．法人会員サービスおよび付加サービスの提供の一時停止は事前に当社ホームページ上で連絡します。緊急事態が発生した場合はこの限りではありません。 

第 13 条 サービスの廃止 

当社は、営業上、技術上などの理由により法人会員サービスおよび付加サービスの全部または一部を廃止することがあります。法人会員サービスおよび付加サービスを廃止するときは、廃止の 2 カ月前までに法人会

員または取扱責任者に通知します。 

第 14 条 当社の免責事項 

1．当社は、法人会員サービスおよび付加サービスの完全な運営に努めますが、法人会員サービスおよび付加サービスの中断、運営の停止または廃止等によって法人会員、取扱責任者または利用者に損害が生じて

も当社は免責されるものとします。 

2．当社は、法人会員、取扱責任者および利用者が法人会員サービスおよび付加サービスによって得る情報の正確性、完全性、有用性を保証いたしません。 

3．当社は、法人会員サービスおよび付加サービスの使用により法人会員、取扱責任者および利用者に発生したいかなる損害についても、その責任を負いません。 

4．法人会員サービスおよび付加サービスの使用により、法人会員、取扱責任者または利用者が他の会員または第三者に損害を与えた場合、法人会員の責任と費用において解決していただき、当社に損害を与えな

いものとします。 

第 15 条 転貸および権利譲渡の禁止 

法人会員サービスおよび付加サービスを受ける権利は契約法人内においても契約拠点地以外のいかなる事業所にも転貸、譲渡できません。 

第 16 条 規約の適用関係 

法人会員が法人会員サービス以外の付加サービスを利用する際の当該付加サービスの規約は、本規約の一部を構成するものとします。当該付加サービスの規約が本規約と異なる定めをしている場合は、当該付加

サービスの規約を優先するものとします。 

第 17 条 本規約の範囲および変更 

1．当社が法人会員、取扱責任者または利用者に対して通知する追加の諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。 

2．当社が本規約を追加または変更する場合は、事前に当社ホームページ上に掲示するものとします。掲示後 1 カ月の経過をもって、法人会員、取扱責任者および利用者は、当該追加または変更を承諾したものとみ

なします。 

第 18 条 本規約の発効 

本規約は、第 2 条 4 項の ID とパスワードを発行した時点より効力を生じるものとします。 

第 19 条 管轄裁判所 

法人会員、取扱責任者または利用者と当社の間で本規約に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 

以上 
当規約に同意し、ＭＥＣＳ‐ＷＥＢ会員サービスに加入します。 

法人名称                                  印 

 

    取扱責任者名                               印 

MECS-WEB 会員サービス 会員規程 


